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地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第９項の

規定によりその結果を公表する。
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定 期 監 査 結 果 報 告 書

第１ 監 査 の 対 象

１ 対 象 部 課 等 監査事務局

２ 対 象 期 間 等

平成２５年４月１日から８月３１日までに執行した財務に関する事務

第２ 監査の実施期間

平成２５年９月１９日から１１月２６日まで

第３ 監 査 の 方 法

財務に関する事務の執行が法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているかどう

かを主眼として実施した。

特に、支出事務について、支払方法及び履行の確認手続等を重点項目と定め、監査

を実施した。

監査を実施するに当たっては、必要な資料の提出を求めるとともに、関係職員から

事務事業の概況について説明を受け、関係諸帳簿および書類等に基づき、照合その他

通常実施すべき監査手続により原則として試査によって実施した。

第４ 監 査 の 結 果

監査事務局における財務に関する事務の執行は、おおむね適正に処理されており、

特に指摘すべき事項は認められなかった。


